
【 新型コ ロナウイ ルス感染症拡大防止のため】　 ◎各イ ベント は中止、 延期、 変更の可能性があり ます。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 詳し く はホームページまたは各拠点へお問い合わせく ださ い。

世帯全員の令和 3 年度 住民税均等割が非課税 の世帯
対象者対象者

▶  住民税には、「 均等割」と「 所得割」 があります。

「 均等割」 は、 全ての納税義務者に均等に課

税し 、「 所得割」 は、 納税義務者の前年所得

に応じて課税するも のです。 この給付金は「 均

等割」 が非課税の世帯を対象としています。

　 ※ 住民税が課税さ れている人に扶養さ れてい

る親族等のみから なる世帯は対象と なり ま

せん。 詳しく は、６ページをご覧く ださ い。

▶ 住民税の非課税要件

　 ・ 生活保護　

　 ・  未成年者、 障がい者、 寡婦、 ひとり 親で前

年の合計所得金額が 1 3 5 万円以下

　 ・  前年の合計所得金額が各地方自治体の定め

る額以下

ԛ◌ྞ Օ Բ দ・ ㉒❏㕉

Ⴘද 非課税世帯の皆さ んに非課税世帯の皆さ んに 1010 万円が支給さ れま す万円が支給さ れま す
( 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 )

・

　 新型コ ロナウイ ルス感染症の影響が長期化する中、 速やかに生活・ 暮らし の支援

を受けられるよう 現金給付を行います。 対象世帯には、給付を受けるための「 確認書」

を郵送します（ 一部の対象世帯には郵送さ れません）。

支給額支給額 10 万円／１ 世帯あたり

受給方法受給方法 2 月中に市から 郵送さ れる「 確認書」「 確認書」 を記入し 、 返送

▶  ２月中に対象世帯へ以下の書類を順次発送予定です。

　 確認書は、 記載さ れている期限までに返送をお願いします。

支給時期支給時期 「 確認書」 が返送さ れ次第、 速やかに支給

基準日 ( 令和 3 年 12 月 10 日 ) 時点で北本市に住民登録があり 、

引越し 等により 、 市から 確認書

が届かない一部世帯があります。

詳細は右ページをご覧く ださ い。

Მ
対象であっても確認書が

届かないこと があります

▲こ の封筒で届き ます
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北本市役所　 ☎ 591-1111（ 代表）・ FAX592-5997

■令和３ 年 1 月２ 日～ 12 月 10 日に他市区町村から北本市へ転入し た世帯

　  転入前の市区町村で、 令和３年度住民税が非課税の世帯は支給対象です。 非課税世帯であるか

どう かの確認は、 転入前の市区町村にお問い合わせく ださ い。

■所得を申告していない世帯

　  令和２年中の所得を申告していない人は、税申告をお願いします。 税申告の結果、「 非課税世帯」

に該当すれば支給対象です。  課税および申告については、 下記担当へお問合せく ださ い。

問税務課市民税担当 ( ☎ 5 9 4 -5 5 1 8 )

　 ※ 個人の税情報については電話でお答えできません。 身分確認できるも のをお持ちのう え、 本人が税務課窓

口にお越しく ださ い。 なお、税申告期間 (２月 1 6 日（ 水） ～３月 1 5 日（ 火） ) は窓口が大変混雑しますので、

あらかじめご了承く ださ い。

　２月末になっても 市から「 確認書」 が届かない非課税世帯の皆さ んは、 期間内に以下の申請書

類を市へ提出してく ださ い。

「 確認書」 が届かない非課税世帯の皆さ んへ「 確認書」 が届かない非課税世帯の皆さ んへ

以下に当てはまる世帯は、「 確認書」 が届き ません

申請書類を市へ提出し てく ださ い

□　  申請書 ( 市ホームページから ダウンロード

できるほか、 福祉課・ 社会福祉協議会で

配布 )

□　 本人確認書類 ( 運転免許証、 健康保険証、

マイナンバーカード 、年金手帳、介護保険証、

パスポート 等の写しのいずれか )

□　  給付金の振込みを希望する 口座確認書類

( キャッシュカード 、 通帳の写し 等 )

□　  令和 3 年度住民税非課税証明書の写し（ 令

和３ 年１ 月 2 日以降に北本市へ転入した人のみ）

※ 令和３ 年１ 月１ 日時点で住んでいた市区

町村で取得してく ださ い。

● 郵送

　 下記まで郵送してく ださ い。 　

　 〒3 6 4 -8 6 3 3 　 北本市本町 1 -1 1 1 　

　 北本市役所福祉課地域共生担当　 宛

● 窓口へ直接提出

　 場所　 北本市役所福祉課窓口

　 時間　 平日 9 :0 0 ～ 1 7 :0 0 　

３ 月７ 日（ 月） ～９ 月 30 日（ 金）

支給対象に関する事例を
６ ページに掲載し ています

※個人情報保護のため、 電話でお答えでき ない

　 場合も あり ます。

期  間期  間

申 請 書 類申 請 書 類 提 出 方 法提 出 方 法

問福祉課地域共生担当 ( ☎ 5 9 0 -2900 )
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